
鳥栖市空き家・空き地バンク実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内における空き家及び空き地の物件（以下「物件」という。）に

ついて広く情報を発信することにより、空き家及び空き地の流通及び利活用を促進し、

管理不全となる空き家及び空き地の抑制及び定住の促進を図るために実施する空き家・

空き地バンクの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 空き家 市内に存在する建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の

使用がなされていないことが常態であり（近く居住又は利用をしなくなる予定のもの

を含む。）、居住することが可能であると市長が認めるものをいう。 

⑵ 空き地 市内に存在する土地であって、現に使用されていないと市長が認めるもの

をいう。 

⑶ 所有者等 空き家及び空き地に係る所有権その他これに準ずる権利により、当該空

き家及び空き地の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。 

⑷ 空き家・空き地バンク 空き家及び空き地の売却又は賃貸を希望する所有者等から

申込みを受けた情報を登録し、当該情報を提供する国土交通省が運営しているシステ

ムをいう。 

（物件の登録の申込み等） 

第３条 空き家・空き地バンクに物件を登録しようとする所有者等（以下「物件登録申込

者」という。）は、空き家・空き地バンク物件登録申込書（様式第１号）を市長に提出

しなければならない。 

２ 物件登録申込者は、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。 

 ⑴ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

 ⑵ 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

⑶ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

 ⑷ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

 ⑸ 暴力団又は暴力団員に対する資金等の提供、便宜の供与その他直接的又は積極的な

暴力団の維持運営への協力又は関与を行う者 

 ⑹ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 ⑺ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 ⑻ 前各号に掲げる者が、経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人 



３ 市長は、第１項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、空き家・空き地バンク物件登録台帳（様式第２号）及び空き家・空き地バン

クに物件を登録するものとする。 

４ 市長は、前項の規定により登録をしたとき又は適当と認められなかったときは、空き

家・空き地バンク物件登録（未登録）通知書（様式第３号）により、物件登録申込者に

通知するものとする。 

（物件の登録内容の変更） 

第４条 前条第３項の規定により空き家・空き地バンク物件登録台帳及び空き家・空き地

バンクに物件を登録された者（以下「物件登録者」という。）は、登録内容に変更があ

ったとき又は売買契約等の締結により買受人若しくは賃借人が決まったときは、空き

家・空き地バンク登録物件変更届（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（登録物件の抹消） 

第５条 市長は、第３条第３項の規定により登録した物件について、次の各号のいずれか

に該当するときは、当該物件の登録を抹消するものとする。 

⑴ 物件登録者から登録抹消の届出があったとき。 

⑵ 空き家又は空き地でなくなったとき。 

⑶ 登録内容に虚偽があったとき。 

⑷ 所有者等に異動があったとき。 

⑸ 登録をした日の属する年度の翌年度の３月３１日を経過したとき。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。 

２ 前項第１号の登録抹消の届出は、空き家・空き地バンク登録物件抹消届（様式第５

号）によるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により物件の登録を抹消したときは、空き家・空き地バンク登

録物件抹消通知書（様式第６号）により物件登録者に通知するものとする。 

 （利用希望者の登録の申込み等） 

第６条 空き家バンク・空き地バンクの利用により、物件の購入又は賃借を希望する者

（以下「利用希望者」という。）は、空き家・空き地バンク利用希望者登録申込書（様

式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 第３条第２項の規定は、前項の利用希望者について準用する。この場合において、同

項中「物件登録申込者」とあるのは「利用希望者」と読み替えるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、空き家・空き地バンク利用希望者登録台帳（様式第８号）に登録する

ものとする。 

４ 市長は、前項の規定により登録をしたとき又は適当と認められなかったときは、空き

家・空き地バンク利用希望者登録（未登録）通知書（様式第９号）により利用希望者に

通知するものとする。 



 （利用希望者の登録内容の変更） 

第７条 前条第３項の規定により、空き家・空き地バンク利用希望者登録台帳に登録され

た者は、登録内容に変更があったときは、空き家・空き地バンク利用希望者登録変更届

（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

（利用希望者登録の抹消） 

第８条 市長は、第６条第３項の規定により登録した利用希望者について、次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該利用希望者の登録を抹消するものとする。 

 ⑴ 利用希望者から登録抹消の届出があったとき。 

 ⑵ 登録内容に虚偽があったとき。 

 ⑶ 登録をした日の属する年度の翌年度の３月３１日を経過したとき。 

２ 前項第１号の登録抹消の届出は、空き家・空き地バンク利用希望者登録抹消届（様式

第１１号）によるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により利用希望者の登録を抹消したときは、空き家・空き地バ

ンク利用希望者登録抹消通知書（様式第１２号）により利用希望者に通知するものとす

る。 

（情報の発信） 

第９条 市長は、第３条第３項の規定により登録した物件に関する情報は、住所、氏名、

権利関係、電話番号等の個人情報を除き、空き家・空き地バンク、市のホームページ等

により公開するものとする。 

２ 市長は、第６条第３項の規定により登録した利用希望者に関する情報は、利用希望者

の希望に応じて、住所、氏名、権利関係、電話番号等の個人情報を除き、市のホームペ

ージ等に掲載し、広く周知するものとする。 

（情報の提供） 

第１０条 市長は、第３条第３項の規定により物件の登録をしたときは物件の情報を該当

する利用希望者及び仲介業者等に対して、第６条第３項の規定により利用希望者の登録

をしたときは利用希望者の情報を該当する物件登録者に対して、それぞれ情報の提供を

行うものとする。  

（連携及び協力） 

第１１条 市長は、空き家・空き地バンクの利用に当たっては、空き家及び空き地対策に

関する協定を締結した団体と協力するものとする。 

（仲介業者等の紹介） 

第１２条 市長は、空き家・空き地バンク事業の円滑な実施のため、物件登録及び利用希

望者登録に関する情報を公益社団法人佐賀県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日

本不動産協会に提供し、仲介業者又は物件情報の紹介を依頼するものとする。 

２ 公益社団法人佐賀県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会、仲介業

者等は、前項の規定により取得した個人情報の取扱いについて、次の事項を遵守しなけ



ればならない。 

⑴ 個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないこと。 

 ⑵ 個人情報が流出し、又は滅失することのないよう適切に管理すること。 

⑶ 保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去す

ること。 

⑷ 個人情報の漏えい、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その

指示に従うこと。 

３ 市長は、公益社団法人佐賀県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会

に対し、第１項の結果について報告を求めるものとする。  

（仲介行為等） 

第１３条 市長は、物件の売買及び賃貸借の仲介をする行為には、一切関与しない。 

２ 物件の売買及び賃貸借の交渉、契約等に関する疑義、紛争等は当事者間で解決するも

のとし、市長は、これらに一切関与しない。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年９月１０日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により使用されている書類

は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。 

  



様式第１号 

   年   月   日  

 

 

鳥 栖 市 長  様 

 

申込者 住  所 

氏  名              

電  話     （   ） 

 

 

空き家・空き地バンク物件登録申込書 

 

 

鳥栖市空き家・空き地バンク実施要綱第３条第１項の規定により、下記のとおり空き

家・空き地バンクへ物件の登録を申し込みます。 

また、公益社団法人佐賀県宅地建物取引業協会及び、公益社団法人全日本不動産協会に

空き家・空き地バンク登録申込書及び添付書類を提供することに同意します。 

 

記 

 

所在地 鳥栖市 

区 分 □ 空き家  □ 空き地 

目 的 □ 売 却  □ 賃 貸  □ どちらでも可 

添付書類 
□ 誓約書（別紙１） 

□ 物件調書（別紙２） 

 

 

  



別紙１ 

年   月   日  

 

鳥 栖 市 長  様 

 

申込者  住  所 

氏  名               

電  話     （   ） 

 

誓  約  書 

 

私は空き家・空き地バンクへの登録の申し込みに当たり、下記の誓約事項に相違な 

いことを誓約します。 

また、下記の誓約事項の確認のため必要な場合には、鳥栖警察署に照会することを  

承諾し、この照会で確認された情報は、今後、私が鳥栖市と行う他の契約等における  

身分確認に利用することに同意します。 

記 

【 誓約事項 】 

１ 私は、所有する物件の売却及び賃貸に関する契約等で紛争が生じた場合、責任を

もって解決し、市に対して一切の損害を与えません。 

２ 私又は私の親族等は、次のいずれにも該当しません。 

⑴ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。） 

⑵ 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

⑶ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

⑷ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える

目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

⑸ 暴力団又は暴力団員に対する資金等の提供、便宜の供与その他直接的又は積極

的な暴力団の維持運営への協力又は関与を行う者 

⑹ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

⑺ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

⑻ 前各号に掲げる者が、経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人 



項   目 内     容 

所 在 地 鳥栖市 

目   的 □ 売 却   □ 賃 貸   □ どちらでも可 

希 望 価 格 
・ 売 却 （          円） 

・ 賃 貸 （          円／月） 

建 築 確 認 
□ 有（ 確認済証 ：      年  月  日 ） 

□ 無 

建 築 年      年  月  日 

建物の種類 □ 戸建て  □ 長屋建て  □ 店舗兼住宅  □ その他 

構   造 
 □ 木 造  □ 鉄骨造  □ 鉄筋コンクリート造 

□ その他（     ） 

空き家になった時期      年   月 

空き家の状態 
 □ 居住可能        □ 若干の補修が必要 

 □ 大幅な補修が必要    □ 居住不可能 

解体又は補修が必要な場

合、補修費の負担 
□ 買い主負担   □ 売り主負担   □ その他 

土地・建物の 

面積 

 土 地         ㎡ 

建 物 １階      ㎡  ２階      ㎡ 

間  取  り  

室内設備等の 

状況 

電 気  □ 引込済み    □ その他 

ガ ス  □ 都市ガス    □ プロパン 

上水道  □ 上水道     □ その他 

下水道  □ 公共下水道   □ 浄化槽 

トイレ  □ 水洗（ 洋式 ・ 和式 ）  □その他 

風 呂 □ ガス  □ 電気  □ 灯油  □ その他 

その他  

室外設備等の 

状況 

駐車場  □ 有（    台）  □ 無 

倉 庫  □ 有（    ㎡）  □ 無 

その他  

特記事項 

・都市計画の制限 

市街化区域（用途地域：    ）・市街化調整区域 

・前面道路の状況：私道・公道（国道、市道、県道など） 

 ※私道の場合：幅員約   ｍ 

 
１ 空き家の場合、間取り図、外観及び内観がわかる写真を添付してください（Ａ４判） 

２ 空き地の場合、上記太枠を記入し、空き地の外観写真を添付してください（Ａ４判） 

 

  物 件 調 書 
 別紙２ 



様式第２号 

 

空き家・空き地バンク物件登録台帳 

物件

番号 

申込者 

氏名・連絡先 
所在地 目的 希望価格 備考 

１ 
 

 

  
円  

 

２ 
 

 

  
円   

 

３ 
 

 

  
円  

 

４ 
 

 

  
円   

 

５ 
 

 

  
円  

 

６ 
 

 

  
円   

 

７ 
 

 

  
円  

 

８ 
 

 

  
円   

 

９ 
 

 

  
円  

 

１０ 
 

 

  
円   

 

１１ 
 

 

  
円  

 

１２ 
 

 

  
円   

 

１３ 
 

 

  
円  

 

１４ 
 

 

  
円   

 

１５ 
 

 

  
円  

 



様式第３号 

番     号  

年  月  日  

  

            様 

 

鳥栖市長            

 

 

空き家・空き地バンク物件登録（未登録）通知書 

 

 

年  月  日にあった空き家・空き地バンクの登録の申込みについて、空き

家・空き地バンク物件登録台帳に（登録しました・未登録となりました）ので、鳥栖市空

き家・空き地バンク実施要綱第３条第４項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 登録番号  

 

 

２ 所 在 地   鳥栖市 

 

 

３ 目   的 

 

 

４ 登録期間         年  月  日から     年  月  日まで 

 

 

５ 未登録となった理由 

 

 

 

 

 



様式第４号 

   年  月  日  

 

 

鳥栖市長         様 

 

登録者 住  所 

氏  名              

 

 

空き家・空き地バンク登録物件変更届 

 

 

空き家・空き地バンクへの登録内容については、下記のとおり変更したので、鳥栖市空

き家・空き地バンク実施要綱第４条の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 登 録 番 号 

 

 

２ 変 更 内 容 

 

 

３ 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号 

   年  月  日  

 

 

鳥栖市長         様 

 

登録者 住  所 

氏  名              

 

 

空き家・空き地バンク登録物件抹消届 

 

 

空き家・空き地バンクへの登録については、下記のとおり抹消したいので、鳥栖市空き

家・空き地バンク実施要綱第５条第２項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 登 録 番 号 

 

 

２ 抹 消 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号 

番     号  

年  月  日  

 

 

            様 

 

鳥栖市長            

 

 

空き家・空き地バンク登録物件抹消通知書 

 

 

空き家・空き地バンクへの登録については、下記のとおり抹消しましたので、鳥栖市空

き家・空き地バンク実施要綱第５条第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 登 録 番 号 

 

 

２ 理   由 

 

  



様式第７号 

 

年   月    日  

 

 

鳥栖市長    様 

 

 

    申込者  住  所                   

  氏  名              

  電  話                 

 

 

空き家・空き地バンク利用希望者登録申込書 

 

 

空き家・空き地バンクの利用により、空き家及び空き地の売買、賃借等を希望するので、

鳥栖市空き家・空き地バンク実施要綱第６条第１項の規定により、次のとおり申し込みま

す。 

また、空き家・空き地バンク利用希望者登録に係る私の個人情報を空き家・空き地バン

クへの物件登録者、物件登録者が仲介を依頼する仲介業者等へ提供することに同意します。 

 

 

１ 空き家・空き地バンクに既に登録されている物件を希望する場合 

※既に登録されている物件以外の物件の利用を希望される方は、裏面をご記入ください。 

  

利用の目的 
□住み替え(居住) □鳥栖市への移住定住（居住) □二地域居住 

□その他（                         ） 

希望物件番号 
 

 

添付書類 □誓約書（別紙１） 



（裏面） 

 

２ 自身の利用希望に関する情報を登録する場合 

※ 空き家・空き地バンク利用希望者登録申込書に記載されている個人情報は、本事業以

外に利用しません。 

※ 空き家・空き地バンクで提供する情報については、利用希望者の申し出に基づき作成

しております。物件登録者と利用希望者をお引き合わせしますが、その後の契約につい

ては、一切の責任を負いません。 

  

利用の目的 
□住み替え(居住) □鳥栖市への移住定住（居住) □二地域居住 

☐その他（                         ） 

希望地区  

希望契約価格 

□売買（             ）円 

□賃貸（ 月           ）円 

□特になし 

希望条件 

□広さ（          ）㎡ □間取等（         ） 

□立地・環境（                       ） 

□その他（                         ） 

□特になし 

連絡方法 

□電話  （                         ） 

□FAX   （                         ） 

□E-mail（                         ） 

情報配信等 

・希望する物件情報の鳥栖市ホームページへの掲載について 

 □掲載を希望する  □掲載を希望しない 

・希望する物件情報の条件に合致する所有者への情報配信について 

 □配信を希望する  □配信を希望しない 

・希望する物件情報の不動産業者への情報配信について 

 □配信を希望する  □配信を希望しない 

※利用希望者の氏名、連絡先は、掲載及び配信をしません。 



別紙１ 

年   月   日  

 

鳥 栖 市 長  様 

 

申込者  住  所 

氏  名               

電  話     （   ） 

 

誓  約  書 

 

私は空き家・空き地バンク利用希望者情報登録の申し込みに当たり、下記の誓約事項に

相違ないことを誓約します。 

また、下記の誓約事項の確認のため必要な場合には、鳥栖警察署に照会することを  

承諾し、この照会で確認された情報は、今後、私が鳥栖市と行う他の契約等における  

身分確認に利用することに同意します。 

記 

【 誓約事項 】 

１ 私は、希望する物件の売却及び賃貸に関する契約等で紛争が生じた場合、責任をもっ

て解決し、市に対して一切の損害を与えません。 

２ 私又は私の親族等は、次のいずれにも該当しません。 

⑴ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

⑵ 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

⑶ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

⑷ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

⑸ 暴力団又は暴力団員に対する資金等の提供、便宜の供与その他直接的又は積極的な

暴力団の維持運営への協力又は関与を行う者 

⑹ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

⑺ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

⑻ 前各号に掲げる者が、経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人 

 

 



様式第８号 

空き家・空き地バンク利用希望者登録台帳 

登録

番号 

申込者 

氏名・連絡先 

希望

地区 

希望 

契約 

形態 

希望 

価格 
希望条件 利用目的 備考 

１ 
 

 

   
 

  

２ 
 

 

   
 

  

３ 
 

 

   
 

  

４ 
 

 

   
 

  

５ 
 

 

   
 

  

６ 
 

 

   
 

  

７ 
 

 

   
 

  

８ 
 

 

   
 

  

９ 
 

 

   
 

  

１０ 
 

 

   
 

  

１１ 
 

 

   
 

  

１２ 
 

 

   
 

  

１３ 
 

 

   
 

  

１４ 
 

 

   
 

  

１５ 
 

 

   
 

  



様式第９号 

番     号  

年  月  日  

  

 

            様 

 

鳥栖市長            

 

 

空き家・空き地バンク利用希望者登録（未登録）通知書 

 

 

年  月  日にあった空き家・空き地バンク利用希望者情報登録の申込みに

ついては、空き家・空き地バンク利用希望者登録台帳に登録しましたので、鳥栖市空き家・

空き地バンク実施要綱第６条第４項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 登 録 番 号 

 

 

２ 申 込 者    

 

 

３ 目   的 

 

 

４ 登 録 期 間        年  月  日から     年  月  日まで 

 

 

５ 未登録となった理由 

 

  



様式第１０号 

   年  月  日  

 

 

鳥栖市長         様 

 

登録者 住  所 

        氏  名         

 

 

空き家・空き地バンク利用希望者登録変更届 

 

 

空き家・空き地バンク利用希望者登録台帳への登録内容については、下記のとおり変更

したので、鳥栖市空き家・空き地バンク実施要綱第７条の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 登 録 番 号 

 

 

２ 変 更 内 容 

 

 

３ 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１１号 

   年  月  日  

 

 

鳥栖市長         様 

 

登録者 住  所 

氏  名              

 

 

空き家・空き地バンク利用希望者登録抹消届 

 

 

空き家・空き地バンクへの登録については、下記のとおり抹消したいので、鳥栖市空き

家・空き地バンク実施要綱第８条第２項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 登 録 番 号 

 

 

２ 抹 消 理 由 

  



様式第１２号 

番     号  

年  月  日  

 

            様 

 

鳥栖市長            

 

 

空き家・空き地バンク利用希望者登録抹消通知書 

 

 

空き家・空き地バンク利用希望者等台帳の登録については、下記のとおり抹消しました

ので、鳥栖市空き家・空き地バンク実施要綱第８条第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 登 録 番 号 

 

 

２ 理   由 

 

 


